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訓
練
生

パ
ソ
コ
ン
基
礎
科
訓
練
生

訓
練
期
間
／
９
月
９
日（
水
）～
12
月

８
日（
火
）

＊
原
則
月
～
金
曜
日
の
９
時
～
16
時

所
／
㈱
フ
ォ
ー
エ
バ
ー
川
内
教
室

（
西
向
田
町
６
‐
32
　
５
階
）

内
容
／
パ
ソ
コ
ン
の
基
礎
的
な
知

識
・
技
能
の
習
得
お
よ
び
キ
ャ
リ
ア

支
援
な
ど

定
員
／
24
人

申
込
締
切
／
８
月
17
日（
月
）

選
考
試
験
日
／
８
月
26
日（
水
）

＊
９
時
ま
で
に
集
合

介
護
・
福
祉
科
訓
練
生

訓
練
期
間
／
９
月
14
日（
月
）～
令
和

３
年
３
月
12
日（
金
）

＊
原
則
月
～
金
曜
日
の
９
時
～
16
時

所
／
峰
山
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー（
高
江
町
）

内
容
／
介
護
の
学
科
、
実
技
お
よ
び

施
設
実
習
な
ど

定
員
／
24
人

＊
託
児
サ
ー
ビ
ス
あ
り（
５
人
）

申
込
締
切
／
８
月
21
日（
金
）

選
考
試
験
日
／
８
月
31
日（
月
）

＊
９
時
ま
で
に
集
合

応
募
資
格
／
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

（
優
先
）・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
登

録
し
て
い
る
方
で
、
安
定
所
長
の
受

講
推
薦
が
受
け
ら
れ
る
方

＊
受
講
無
料

＊�

テ
キ
ス
ト
代
と
訓
練
生
総
合
保
険

料
は
自
己
負
担

選
考
場
所
／
県
立
宮
之
城
高
等
技
術

専
門
校（
さ
つ
ま
町
）

申
込
方
法
／
直
接

最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

県
立
宮
之
城
高
等
技
術
専
門
校

（
53
）０
２
０
７

相
談

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
出
張
無
料
相
談【
要
予
約
】

　
働
く
こ
と
に
自
信
が
な
い
、
適
し

た
仕
事
が
見
い
だ
せ
な
い
な
ど
の
相

談
に
応
じ
ま
す
。

時
／
毎
月
第
２
・
４
水
曜
日
13
時
～

17
時

所
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
川
内（
若
葉
町
）

対
象
／
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で
の
若
年

者
と
そ
の
家
族

予
約
方
法
／
電
話

か
ご
し
ま
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

０
９
９（
２
９
７
）６
４
３
１

特
設
人
権
相
談

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
た
め
、
９
月
末
ま
で
特
設

人
権
相
談
所
の
開
設
は
中
止
し
ま
す
。

　
な
お
、
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で
の

人
権
相
談
は
引
き
続
き
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

�

０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

▼
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

�

５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

▼
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

�

０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

▼�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
相

談
窓
口

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

（
22
）�

２
３
０
０

お
知
ら
せ

ね
た
き
り
老
人
介
護
手
当

　
次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＊ 
特
別
障
害
者
手
当
ま
た
は
経
過
的

福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
対
象
外
で
す
。

要
件
／

▼�

在
宅
の
要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者

共
に
本
市
に
１
年
以
上
住
所
を
有

し
て
い
る
こ
と

▼�

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ

た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
、
基
準

日（
８
月
１
日
）か
ら
過
去
６
カ
月

間
に
３
カ
月
以
上
継
続
し
て
介
護

し
て
い
る
こ
と

▼�

要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者
と
同
一

世
帯
の
世
帯
員（
同
居
者
）全
員
が
、

市
民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
こ
と

支
給
額
／
６
万
円

申
請
期
間
／
８
月
３
日（
月
）�

～
31
日

（
月
）

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

必
要
な
物
／
介
護
者
の
印
鑑（
ス
タ

ン
プ
印
を
除
く
）、
介
護
者
名
義
の

通
帳

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢

者
福
祉
Ｇ（

２
６
７
３
）ま
た
は
各

支
所

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
更
新
な
ど

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新

　
新
し
い「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
」を
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま

す
。
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で
、

８
月
１
日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

＊�

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
、令
和
３
年
７
月
31
日
ま
で（
令

和
３
年
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に

到
達
さ
れ
る
方
は
、
誕
生
日
の
前

日
ま
で
）

＊�

就
学
の
た
め
に
他
市
町
村
へ
転
居�

し
、
マ
ル
学
被
保
険
者
証
が
必
要

な
方
は
手
続
き
が
必
要

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
診
さ 

れ
る
皆
さ
ん
へ

　「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
と
、
保
険
適
用
分
の

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
、
高
額
療
養

費
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払

い
で
済
み
ま
す
。

　
ま
た
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

に
は
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
で
済
み
、
入
院
時
の

食
事
代
を
減
額
す
る「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」が
交
付

さ
れ
ま
す
。

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
で
交
付
し

て
い
る
こ
れ
ら
の
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日（
金
）ま
で
で
す
。

　
引
き
続
き
必
要
な
方
は
、
改
め
て

交
付
の
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
受
付
／
７
月
１
日（
水
）か
ら
事

前
受
け
付
け
を
し
て
い
ま
す
。

＊�

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
は
８
月

１
日
を
基
準
と
し
て
い
る
た
め
、

７
月
申
請
分
も
交
付
は
８
月
以
降

に
な
り
ま
す
。

＊�

交
付
の
条
件
や
手
続
き
に
必
要
な

物
は
右
記
の
と
お
り
で
す
。

本
庁
保
険
年
金
課
国
保
Ｇ（

２
８
４
１
～
２
８
４
３
）

相
談

お
知
ら
せ

交付対象年齢および交付条件 手続きに必要なもの

【70歳未満】
申請時に、国民健康保
険税に滞納がないこと

・ 国民健康保険
被保険者証

・ マイナンバー
カードまたは
通知カード

・ 領 収 書（ 市 民
税非課税世帯
で、過去１年
間の入院日数
が90日を超え
る方）

【70歳以上74歳未満】
・ 世帯主および国民健

康保険被保険者全員
の令和２年度市民税
が非課税の方

・ 保険証の負担割合が
「３割」かつ課税所得
が690万円未満であ
ること

▲法務省
　インターネット
　人権相談受付
　窓口
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…問合先　 …申込先・提出先　 …電話番号　 …内線　 �…FAX　 �…メールアドレス

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
　

感
染
症
」 相
談
窓
口

　
市
で
は
、
本
庁
お
よ
び
支
所
に
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す

る
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

薩
摩
川
内
市
役
所
　
本
庁
　

０
９
９
６（
23
）５
１
１
１

【
各
種
相
談
窓
口
】

　
左
記
の
窓
口
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
相

談
お
よ
び
各
種
支
援
な
ど
の
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

相　談　項　目 窓　口（問 合 先）

新型コロナウイルス感染症に関する健康相談（全般） 市民健康課（すこやかふれあいプラザ内）
0996（22）8811

市税・国民健康保険税の納税相談 本庁収納課（ 2467・2424）
後期高齢者医療保険料の納付相談 本庁保険年金課（ 2832）
介護保険料の納付・減免措置に関する相談 本庁高齢・介護福祉課（ 2622）
国民健康保険税の減免措置に関する相談 本庁税務課（ 2233）
国民年金保険料の免除措置に関する相談 本庁保険年金課（ 2821）
市営住宅の家賃減免措置・市営住宅の提供の相談 本庁建築住宅課（ 3611）

水道料金・下水道使用料の支払猶予などの相談
本土地域／水道局お客さまセンター

0996（20）8500
甑島地域／各支所窓口

農林水産業経営に関する相談

本庁農政課（ 4461）
本庁畜産課（ 4231）
本庁林務水産課（ 4261・4271）
本庁六次産業対策課（ 4451）
本庁農業委員会事務局（ 5621）

中小企業・小規模事業者を対象とした資金繰りや事業継
続・雇用に関することの相談 本庁商工政策課（ 4321・4322・4323）

特別定額給付金（１人につき10万円）に関する相談 特別定額給付金事業プロジェクトチーム
 専用電話　0996（23）5188

子育て世帯への臨時特別給付金についての相談 本庁子育て支援課（ 2364）

新しい生活様式の実践 !
新型コロナにならない・うつさない！

〇お住まいが危険区域の方は、まずは、親戚や知人宅な
どの安全が確保できる避難も検討してください。
〇必要なものをご準備ください。
　可能な限り必要な備蓄品やマスク・体温計・消毒液
などをお持ちくださるようお願いいたします。

　大雨や台風の発生する時期になりました。市民の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルスの感染
拡大も懸念される中でありますので、災害などにより避難される場合には、次のことにご注意くださいま
すようお願いいたします。

避難所における
新型コロナウイルス感染症対策について

避難を検討するとき

〇マスクの着用と手洗い（手、指の消毒）、体温の申告（測
定）、せきエチケットにご協力をお願いいたします。
〇できるだけ間隔をあけて（約２ｍ）ください。
〇発熱やせきなどの症状がある場合や体調が悪くなった
場合は、すぐに避難所の担当者にお知らせください。

避難をしたとき
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